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◎拳銃についての情報をお寄せください

拳銃等違法銃器の根絶を

西部駐在所管内の８月
中の交通事故発生状況は、
物件事故 ２件

〇拳銃を見た！

〇拳銃を持っている人を知っている！

〇インターネットで拳銃が売られている！

全国共通フリーダイヤル

０１２０－１０－３７７４

皆さんの貴重な情報が、尊い人命と平和
な市民生活を銃器犯罪から守ることになる
のです。

人身事故 ２件
でした。

期間 １０月１１日（金）から１０月２０日（日）までの１０日間

２ 特殊詐欺、SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺の被害防止
お金に関する電話やメールは一人で対応せず、必ず家族や知人、最寄りの警察署、交番、

駐在所に相談してください。

秋の「安全・安心まちづくり旬間」のお知らせ

３ 鍵掛けの励行による窃盗被害防止

皆さんの通報が事案の早期解決、被害の拡大防止に繋がります。

４ 万引き防止
短時間の外出や、夜間、在宅中でも必ず鍵を掛けるようにしましょう。

万引きは犯罪であり、「しない、させない、見逃さない」ための環境づくりも重要です。

夕暮れが早まっ
ていますので早め
の点灯をお願いし
ます。

裏面もあります

「青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例」に基づき、官民一体となった各種犯
罪の抑止対策を集中的に展開する期間であり、県民の皆さんの自主防犯意識の向上を図るこ
とで、安全で安心して暮らせる青森県の実現を目指します。

情報提供された方の秘密は厳守しますの
で、御協力をお願いします。

キ ノ コ 採 り の 遭 難 を な く そ う

県 内 に お け る 令 和 ５ 年 の キ ノ コ 採 り 遭 難 状 況

18件19人(前年比＋14件＋14人)

死亡 ５人(前年比＋５人) 行方不明 １人(前年比＋１人)

負傷 ６人(前年比＋５人) 無事救助 ７人(前年比＋３人)

遭難の特徴 ・道迷いが原因の遭難者が19人中６人

・６５歳以上の遭難者が19人中17人

遭難防止のためのアドバイス

○携帯電話は車に置かず持ち歩きましょう。
素早い救助要請や遭難場所の特定のためにも、携帯電話・
スマートフォンは車に置かずに持ち歩きましょう。

自転車乗車中の事故で亡くなら

れた方の約６割が、頭部に致命傷
を負っています。

昨年同期比では、物件
事故件数が大幅に減少し
ました。


